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■東京弁護士会・「若者の消費者被害の実態と対策を考えるワークショップ」  2016/11/10 

 

成年年齢引き下げ問題について 

 

弁護士  平  澤  慎  一 

（東京弁護士会） 

 

１ 民法の未成年者取消権 

（１）成年年齢 

「年齢二十歳をもって、成年とする。」 （民 4） 

（２）未成年者の行為能力 

  ア 原則＝法定代理人の同意が必要   （民 5Ⅰ） 

  イ 同意が無い場合 

    →取り消せる（＝未成年者取消権）   （民 5Ⅱ） 

  ウ 例外＝法定代理人の同意不要 

   ①単に権利を得、または義務を免れる場合（民 5Ⅰ但書） 

   ②法定代理人が目的を定めて処分を許した財産／目的を定めないで処分を許

した財産を処分する場合（民 5Ⅲ） 

   ③営業を許された未成年者によるその営業に関する場合（民 6Ⅰ） 

 

２ 成年年齢の１８歳への引き下げの動き 

  ・平成 21 年 10 月 28 日・法制審議会第 160 回会議 

■「民法の成年年齢の引き下げについての意見」 

http://www.moj.go.jp/content/000069850.pdf 
「民法が定める成年年齢を１８歳に引き下げるのが適当である。 
 ただし、現時点で引下げを行うと、消費者被害の拡大など様々な問題が生じるお

それがあるため、引下げの法整備を行うには、若年者の自立を促すような施策や消

費者被害の拡大のおそれ等の問題点の解決に資する施策が実現されることが必要で

ある。 
 民法の定める成年年齢を１８歳に引き下げる法整備を行う具体的時期については、

関係施策の効果等の若年者を中心とする国民への浸透の程度やそれについての国民

の意識を踏まえた、国会の判断に委ねるのが相当である。」 

 ・来年の通常国会に上程される可能性あり。 

 ・９月に法務省がパブコメを実施。慎重論が強い状況。 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080150 

&Mode=2 
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３ 弁護士会の意見書 

（１）日弁連 

 ①2008/10/21「民法の成年年齢引下げの是非についての意見書」 

  http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/20081021.pdf 

 ②2016/2/18「民法の成年年齢の引下げに関する意見書」 

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2016/opinion_160218_3.pd

f 

 ③2016/9/14「『民法の成年年齢の引下げの施行方法に関する意見募集』に対する

意見書」 

  http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2016/opinion_160914.pdf 

（２）東京弁護士会 

   ・2009/7/30「『民法の成年年齢の引き下げについて』に関する意見書」 

       http://www.toben.or.jp/message/ikensyo/pdf/20090730.pdf 

 

以  上 
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有志アンケートの概況（１１月４日まで分） 

 

第１ アンケートの回収状況（１１月４日時点）の概要 

   集計数   １９０ 

   主な回収先 消費者教育学会、大学生協連等 

 

第２ 問１～問４の回答状況 

第１問 成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられると、１８歳、１９歳の若者が親の

同意を得ることなく契約できる反面、契約を取り消せなくなります。このことを知ってい

ましたか。 

 １ はい。  １０４（５５％） 

 ２  いいえ。  ８６（４５％） 

 

第２問 第１問のとおり、成年年齢が引き下げられると、１８歳、１９歳の若者が親の同

意を得ることなく契約できる反面、親の同意のない契約を取り消せなくなりますが、この

ことについて、あなたはどう考えますか。 

   １ 賛成（→第３問へ）   １５（８％） 

２ やや賛成（→第３問へ） ３３（１７％） 

   ３ やや反対（→第４問へ） ５１（２７％） 

４ 反対（→第４問へ）   ７３（３８％） 

５ どちらでもない。    １３（７％） 

６ わからない。       ３（２％） 

 

第３問（第２問で「賛成」「やや賛成」と答えた方への質問） 

   そのように考える理由をお答えください（複数回答可）。 

 １ １８歳であれば、契約について自分で判断できる十分な能力があるから。 １１ 

 ２ １８歳になるまでに、十分な消費者教育が行われているから。       １ 

 ３ １８歳から「大人」として選挙権を持つのであれば、契約についても自己責任を負

わせることが適当であるから。                      ３３ 

 ４ １８歳であれば、社会的・経済的に自立しているから。          ０ 

 ５  その他（自由にお書きください）                   １６ 

   ・十分な消費者教育が行われるのであれば賛成（多数）。 

   ・意識を変える意味で必要。 

   ・選挙権という権利を得て、責任を伴わないことはありえない。 

   ・消費者教育は、高校生の方が実施しやすい。 

   ・制度の複雑化は避けるべき。 
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   ・責任を負えるかどうかは判断できる（負えなければ親に相談する。）。 

   ・判断力という点では、１８歳も２０歳もあまり変わらない（複数）。 

 

第４問（第２問で「反対」「やや反対」と答えた方への質問） 

   そのように考える理由をお答えください（複数回答可）。 

 １ １８歳では、契約について自分で判断できる能力が不十分だから。    ６９ 

 ２ １８歳になるまでに、必ずしも十分な消費者教育が行われていないから。 ７１ 

 ３ 同じ高校３年生の中に、１８歳に達した成人と達しない未成年者がいることになっ

て混乱を招くから。                          ２６ 

 ４ １８歳・１９歳では、未だ社会的・経済的に自立していないから。    ７３ 

 ５ 進学や就職で大きく生活環境が変わる高校卒業時に、不当な勧誘によって契約を締

結させられてしまうおそれがあるから。                 ５８ 

 ６  その他（自由にお書きください）                   １６ 

   ・消費者教育が不十分。 

   ・酒やたばこの引き下げにつながるおそれ。 

   ・引き下げのメリットがわからない。 

 

第３ 問５の回答状況 

第５問 成年年齢が１８歳に引き下げられると、どのような状況が生じる可能性があるか、

高校３年生や大学１年生も契約が取り消せなくなることをふまえてあげられる点があれば

ご指摘ください。 

 

（被害を心配する意見、未熟であるが故に被害にかかりやすいことを心配する意見） 

・マルチ商法、キャッチセールス等、成人してから引っかかりやすい商法に対しての対処

法を知らないために、引っかかる場合が多いと思われる。 

・悪質なインターネット広告などにも引っかかりやすいと思う。 

スマホ、ゲーム関係、Wi-Fi 契約に関するトラブルの心配（多数）。 

・簡単にクレジットカードができてしまうことによる問題が増える（多数）。 

・雰囲気でとりあえずまあ大丈夫だろうと契約をしてしまう恐れがある。 

・ひとり暮らしを始めるときに、賃貸借で不利な契約を結んでしまうおそれ。 

・ひとり暮らしをする中で、ゲーム利用、レンタル契約、車購入等で不必要な契約をして

しまう恐れ。 

 

（若者の置かれている状況からの心配を指摘する意見） 

・高校３年生で進学を控えているときに、奨学金などでトラブルが起こりそう。 

 大学に行きたいため、親に言わずにお金を借りる。 
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・高校３年生の中で、契約可能な人とそうでない人が混ざるのは問題が起こる可能性があ

る。 

・大学に合格して新生活に向けてあわただしい中で、不必要な契約をしてしまう。 

・大学１年に進学するとそれまでの親の目がなくなり、ひとり暮らしなど新しい環境がで

きる中で、誘惑や新生活の準備などにより不当な契約をされるおそれがある。 

・高校生や大学生は友人同士での情報共有網が活発で、そこに根拠のない信頼を寄せてし

まいがち。契約に関してもあいまいな情報から気軽に契約してしまう状況がある。 

・学生から学生へトラブルが伝染するおそれ。 

 

（被害への影響を心配する意見等） 

・大きい金額の契約をしてしまうと、高校３年や大学１年生では自ら責任を果たせない。 

・自立していない学生であれば、親に負担が行くことになるだろう。 

・不当な契約を結ばされて、学業に支障が出る。 

・自分の人生を間違う恐れがある。 

・高校３年生時に不当な契約によって、金銭的・精神的に影響し、大学進学をあきらめざ

るを得ないようなことが起こる可能性がある。 

・違法な契約により借金を抱えることになる。あまり裕福な家でなかった場合、返済がで

きず、休学・自主退学もあり得るのではないか。 

・自立する前にトラブルにあい、就職などに影響が出るおそれがある。 

・契約トラブルが噂になることで、学業への悪影響も考えられる。 

 

（対応の難しさを心配する意見） 

・どこに相談すればよいかわからず、自責の念から人に言えず、孤立化してしまう（複数）。 

・社会経験の乏しい未熟な学生に、被害経緯の再現をすることは学生には荷が重く、学業

をおろそかにするのではないか。 

 

（肯定的な面も指摘する意見） 

・危険はあると思うが、大人（親や教師）がその危険面を考え、子供に社会について学ば

せるようになれば、日本の社会もよくなるのではないか。 

・不動産契約等が自由にできるようになる。 

 

（その他） 

・高校の時に友人が宗教勧誘を受けて、契約されそうになっていた。 

・成人式の準備はだれがやるのか（高校生がやる？）。 

以上 
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